
 

協議事項  
 

各協議事項について、次のとおり提出する。 
 

平成１５年７月８日 
 

 

阿蘇中部４町村合併推進協議会会長 河 﨑 敦 夫 
 

 

協議第３７号 条例・規則等の取扱いについて 

（１）条例・規則等の取扱いについては、以下の「条例・規則等の整備方針」によ

り調整するものとする。 

〔条例・規則等の整備方針〕 

 新市発足時には、４町村の条例・規則等はすべてその効力を失うことになる。

そのため、新市において新たに条例・規則等を制定し、施行させる必要がある。

したがって、条例・規則等の制定にあたっては、合併推進協議会等で協議・確

認された各種事務事業等の調整内容に基づき、以下の区分により、整備するも

のとする。 

①合併と同時に新市長職務執行者の専決処分により、即時制定し、施行させる

必要があるもの。 

 制定手続きによる分類 

 ・条例････制定権者（市長職務執行者）の専決処分により制定し施行する. 

（地方自治法第１７９条第１項） 

 ・規則、要綱、その他････制定権者（市長職務執行者）の職権により制定し

施行する。（地方自治法第１５条第１項） 

②合併後、逐次制定し、施行させる必要があるもの。 

  ・市長職務執行者の専決処分による制定になじまないもの（議案提出権が長

にない条例、各行政委員の規則等） 

 ・新市発足時には必要ないが、合併後、逐次制定し、施行させる必要がある

もの。 

③合併後、一定の地域に暫定的に施行させる必要があるもの。 

   ・新市の条例・規則等が制定されるまでの間の暫定措置として、従来その地

域に施行されていた条例・規則として引き続き施行させる必要がある場

合。（地方自治法施行令第３条） 

（２）公文書の整理・保存については、合併までにその方法を調整する。文書管理

システムについては、電算システムの協議結果に基づき再度検討する。旧町村

の文書管理については、その保存方法、期間等を合併までに調整する。公文書



等の収受発送（対外）については、合併までに窓口の一本化を図る。 

（３）公告の方法については、合併時に制度を統一するものとし、公報については

合併後に調整し、公告場所については旧町村の掲示板に掲示する。 
 

平成  年  月  日確認 
 

協議第３８号 慣行の取扱い（市章）について 

 市章については、公募により合併日の６ヶ月前までに制定する。 

平成  年  月  日確認 
 

協議第３９号 防災関係事業の取扱いについて 

（１）防災会議、災害対策本部については、合併時に新たに設置するものとし、地

域防災計画については、新市において速やかに策定する。 

（２）防災無線については、新市において設備の統一など効率的な運用が図られる

よう早期に検討する。 

（３）交通安全協会については現行どおりとし、交通安全対策協議会と交通安全推

進協議会は合併時に統合する。 

（４）交通安全指導員の定数は現行どおりとし、任期は 2年とする。その他の制度

については、合併前に調整する。 

（５）交通災害見舞金については、合併前に熊本県交通災害共済組合から脱退し、

合併後に再加入する。交通災害共済制度については、新市において取り組む。 

（６）交通安全教室については現行どおりとする。 

平成  年  月  日確認 
 

協議第４０号 公共的団体等の取扱いについて 

 公共的団体については、新市との速やかな一体性を確保するため、それぞれの事

情を尊重しながら、そのあり方について調整に努めるものとする。 

①新市との一体性を保つため、合併時に統合したほうが良い団体については、で

きる限り合併時に統合できるよう調整に努めるものとする。 

②国、県等の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言等をも

とに、統合について協議していくものとする。 

③統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け検討が進められるよう

調整に努める。 

④各町村独自の団体については、原則として現行のとおりとする。 

平成  年  月  日確認 
 

協議第４１号 障害者福祉事業の取扱いについて 

（１）デイサービス事業については、合併までに補助基準等を統一し、新市におい

て実施する。 



（２）ホームヘルプサービス事業、短期入所事業、施設入所措置、更正訓練費の支

給、補装具の交付、日常生活用具の給付、医療費助成、障害者福祉手当等、国

又は県等の定める制度に基づいて実施している事業については、そのまま新市

に引き継ぐ。 

（３）地域療育事業については、新市においては、支援費制度で対応する。 

（４）福祉年金の支給については、合併までに支給基準等を調整し、新市において

実施する。 

（５）障害者団体等への援助については、現行どおり新市に引き継ぎ、新市におい

て調整する。 
 

平成  年  月  日確認 
 

協議第４２号 高齢者福祉事業の取扱いについて 

（１）在宅介護支援センター事業、老人ホーム運営については、現行のとおり、新

市に引き継ぐ。 

（２）ホームヘルプサービス、デイサービス、配食サービス、外出支援、生きがい

対策、介護用品支給及び寝たきり老人等介護者手当支給事業等については、合

併までに補助基準等を統一し、新市において実施する。 

（３）高齢者住宅整備費補助事業、緊急通報体制整備事業については、そのまま新

市に引き継ぐ。 

（４）地域ケア会議については、新市において新たに設置する。 

（５）高齢者コミュニティセンターについては、現行のまま新市に引き継ぎ、使用

規程等については、新市において調整する。 

（６）地域住民グループ支援事業については、合併後は、阿蘇町の例により実施す

る。 
 

平成  年  月  日確認 
 

協議第４３号 上・下水道事業の取扱いについて 

上水道（簡易水道）事業の取扱い 

（１） 一の宮町及び阿蘇町の上水道については、合併時に統合し企業会計とする。

阿蘇町、産山村及び波野村の簡易水道については、合併時に統合し特別会計

とする。上水道（簡易水道）の電算システムについては、合併時に統一する。 

（２） 水道所管部署を設置し、上水道と簡易水道の係を置く。 

（３） 上水道（簡易水道）の使用料については現行のとおりとし、新市において、

給水区域ごとに採算を考慮し調整する。 

（４） 加入金については、合併までに調整する。 

（５） 施設維持については、新市において調整する。 

（６） 整備計画（水道未普及地区を含む）については、新市において調整する。継



続事業については、新市においても引続き実施する。 

（７） 台帳については、新市において調整する。資産については、現行のとおり新

市に引継ぐものとする。 

下水道事業の取扱い 

（１） 公共下水道の会計システム、加入金、施設維持、服務、財務及び経理につい

ては、阿蘇町の例による。 

（２） 使用料については現行のとおりとし、新市において調整する。 

（３） 整備計画については、新市において調整する。継続事業については、新市に

おいても引続き実施する。 

（４） 台帳については、新市において調整する。 

（５） 資産については、新市に引継ぐ。 
 

平成  年  月  日確認 
 


